情報の取扱いに関する同意書

　（情報の利用目的）
[bookmark: _GoBack]第１条　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）は、松浦市（以下「乙」という。）が、松浦市中小企業振興融資信用保証料補助金交付要綱（令和８年松浦市告示第４９号。以下「要綱」という。）に基づく甲による補助金の申請により得られた情報を、次の各号に掲げる業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
（１）要綱」に基づく補助金に関する業務（補助金の交付後における補助条件の確認のために必要な業務を含む。）
（２）松浦市内における、融資の需要に関するデータ分析
（３）法令に基づく権利の行使や義務の履行
　（市と金融機関の間での個人情報の提供）
第２条　甲は、要綱に基づく補助金の申請及び当該申請に係る情報を含む私に関する次の各号に掲げる情報を、乙において当該申請に対して交付決定を行った補助金の額の確定を適切かつ円滑に行うために、乙から、甲が交付を受けた補助金に係る融資の融資元である金融機関に対して提供されることに同意します。
（１）氏名（法人にあっては、法人名及び代表者氏名）
（２）顧客番号
（３）保証番号
（４）借入金額
（５）保証日
（６）保証期間
（７）保証金額
（８）保証割合
（９）制度の名称又は略称
（10）返済方法
（11）保証料額（計算式を含む）
２　甲は、前項により乙が金融機関に対して情報の提供を行った場合において、当該金融機関が保有する次の各号に掲げる情報（当該金融機関が、長崎県信用保証協会から提供を受けた情報を含む。）を、乙による要綱に基づく補助金の額の確定を適切かつ円滑に行うために、当該金融機関が、乙に対して提供することに同意します。
（１）前項第２号及び第３号に係る繰上償還の有無
（２）繰上償還の年月日（繰上償還があった場合に限る。以下、第４号まで同じ。）
（３）繰上償還後における前項各号の情報
（４）繰上償還により減額となった信用保証料が還付された年月日

令和　　年　　月　　日
松浦市長　友田　吉泰　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
